
























第 1 1 8 号                                                        平 成 2 8 年 9 月 

～ 「ロコモ」ってなに？ ～ 

「ロコモ」とは、「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の略称であり、 

筋肉・骨・関節・軟骨・椎間板といった運動器に障害が起こり、「立つ」「歩く」 

といった機能が低下している状態をいいます。進行すると日常生活にも支障をきたし、 

介護が必要になるリスクも高くなってしまいます。 

 そこで今月は、いつまでも自分の足で歩き続けていくために「ロコモ」のチェック方法や

予防法についてご紹介いたします。 

あなたは大丈夫！？ ７つの「ロコチェック」 

 

 

 

 

 

 

７つのチェック項目のうち１つでも当てはまるとロコモ（またはロコモ予備群）の 

恐れがあります。日頃の生活習慣や運動習慣を見直し、ロコモを予防することが大切です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

やってみよう！ ロコモ予防運動「ロコトレ」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

９月 
「ロコモ」を知ろう！ 

リニューアル

しました！！ 

参照：日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト 

バランス能力アップ！  

「片脚立ち」 

①転倒しないように必ずつかまる物が

ある場所で行いましょう。 

②床につかない程度に片脚をあげて 

 バランスをとります。 

足腰強化！ 「スクワット」 

①イスに浅く座り、足を肩幅にします。 

②両手を机（余裕があれば腰）に軽く添え 

 ゆっくり立ち上がり、ゆっくり元の位置 

 に座る動作を繰り返します。 

 

左右１分ずつ 

３セット 

 

１０回×３セット 

 

TEL：０９６（３２８）１０５５  FAX：０９６（３２８）１２２９ 



 
 
 

 

～10月１日は「乳がん検診の日」、10月は乳がん月間～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

乳がんの患者数は年々増え、この 30年で約５倍になっています。 【2008年厚生労働省「患者調査」】 

20～30代で爆発的に増えるがんがあります！ 

 

 

 

 

 

部位別がん罹患数 男性は胃がん 女性は乳がんが１位なんです。 

 

 

 

 

 

    早期発見のために、定期的ながん検診を心がけましょう！ 



JAの医療共済が
パワーアップしました！

※１　入院の退院日の翌日以後200日以内にその入院と同一の原因または直接の関係がある原因で再入院された
　　　場合は、これらの入院を１回の入院とみなします。
※２　日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などにより判断されます。
※３　特定の疾病または被共済者が80歳となる日の属する共済年度の翌共済年度以降の通算支払限度日数はそれ 
　　　ぞれ700日までとなります。
※４　治療を目的とし、医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術および輸血料が算定される骨髄移植術、
　　　または放射線治療料が算定されるものを保障します（一部の手術を除きます）。

※５　入院見舞金、先進医療共済金、先進医療一時金を除きます。
※６　先進医療とは、療養を受けられた時点において厚生労働大臣が定める先進医療をいいます（一定の施設基準
　　　があります）。
　　　先進医療共済金の額は、先進医療にかかる技術料が１万円以上の場合は技術料の額、１万円未満の場合は一
　　　律１万円となります。
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をされたとき

10,000円
10万円

入院共済金 １日あたり

１回の入院につき※1

（入院共済金日額×10）

１回あたり
（入院共済金日額×10）

入院中の手術の場合
１回あたり
（入院共済金日額×20）

外来の手術の場合
１回あたり
（入院共済金日額×５）

日帰り入院から
保障※2

日帰り入院から
保障※2

公的医療保険制度
と連動

何回でも保障
（一部を除く）

公的医療保険制度
と連動
通算支払限度回数
なし

入院日数の通算
支払限度なし

手術
を受けられたとき※4

放射線治療
を受けられたとき※4

20万円
5万円
10万円

手術共済金

放射線治療
共済金

入院
見舞金

先進医療
共済金

先進医療
一時金

１回あたり先進医療
※6

を受けられたとき

先進医療にかかる技術料に応じて定める額 通算 1,000 万円
まで保障

１回あたり 先進医療共済金の額×10％（上限30万円）NEW

NEW

入院日数は
何日でも保障

NEW

三大疾病

脳腫瘍
（　　　　　　）
で入院、手術、
放射線治療を
受けられたとき、
共済金の額は
２倍になります。

三大疾病重点保障
特則ありの場合（ 　　　　　　　）

※3

※5

がん
急性心筋梗塞
脳卒中

JAの医療共済が
パワーアップしました！

先進医療一時金の
新設

入院見舞金が
×５→×10に倍額

お手頃な共済掛金で
加入しやすさUP

三大疾病（所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中）＋脳腫瘍
を入院支払日数無制限＋倍額で保障します！

　入院の長短を問わず発生する諸
費用や通院費用に対する備えとし
て、日額１万円のご加入の場合 10
万円の入院見舞金が受け取れます！

　先進医療を受けたときの技術
料に加えて、交通費や宿泊費に
も充てることができる一時金が
給付されます！

　将来にわたって、より充実した
保障を、できるだけ低廉な共済掛
金で提供できるようになりました！
ただし、解約時の返れい金はありません。

　入院が長引く傾向にある三大疾病に対して、共済金の倍額支払に加えて、入院支払日数無制限で保障します！

入院にはお金が掛かります 平均入院日数は短期化しています
１日あたりの入院費用の平均額 平均入院日数(日)

１日あたりの入院費用の
平均額は、上昇傾向にあ
ります。

出典：生命保険文化センター
         「生活保障に関する調査」 出典：厚生労働省「平成26年患者調査」
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新登場
！

ご契約例　入院共済金日額：10,000円　共済期間：終身　先進医療保障あり　入院見舞保障あり







「JAとのお取引はこれから」というお客さまもお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。（ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります。） 

ＪＡマイカーローンの商品概要 
●お借入れ時の年齢が満18歳以上で最終償還時の年齢   
   が 満80歳未満の方 
●前年度税込年収が150万円以上ある方（自営業者の方            
 は前年度税引前所得） 
●当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方 
●その他当ＪＡが定める条件を満たす方 

●自動車購入資金（新車・中古車・自動二輪） 
●自動車購入時の諸費用（税金・自動車共済（保険金）掛金、 
  登録諸費用等）、車検・整備の費用、カー用品の購入費用 

●運転免許の取得費用 
●簡易な車庫建設のための費用（100万円以内） 
●他金融機関・信販会社等自動車ローンの借換資金 

●10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内） 

●6か月以上10年以内 

●元利均等返済（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式） 

●担保：不要です。 
●保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただ   

    きますので、原則、保証人は不要です。 
    別途、保証料が必要となります。 
   

JA阿蘇 
  本     所    0967-22-6111 
一の宮中央支所   0967-22-1321 
阿蘇南蘇陽支所   0967-83-1135 
阿蘇南高森支所   0967-62-0521 
阿蘇南中央支所   0967-62-9131 
阿蘇町中央支所   0967-32-4411 
小国郷中央支所   0967-46-3211 

表示金利の 
適用期間 

平成28年 

9月1日 

お使いみち 

ご 利 用 
いただける方 

※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、 

    ご了承ください。 
※店頭にて返済額の試算を承っております。 
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。 

※ご返済の滞りなどが発生した場合には、引下げ後金利の適用を中止し、 
    店頭標準金利に引上げさせていただきます。 
 

表示金利は、平成28年9月1日～平成28年11月30日にお申込みい
ただき、平成28年12月30日までにお借入れされた場合の適用金利
であり、お借入当初に適用されるものです。 
なお、金融情勢等の変化により、本チラシの表示金利を見直しさせ
ていただく場合があります。 
 

お借入金額 

お借入期間 

ご返済方法 

担保・保証人 

更なる金利引下げ条件 

ご注意ください 

● 

● 

平成28年 

11月30日   

1.700 年 ％ 
を必ずお読みください。 

変動金利型 

金利引下げ条件 下記の 

     
  １．当ＪＡでＪＡカード（クレジットカード）を契約中または新たに契約される方  
  ２．当ＪＡに農産物販売代金・給与振込を指定されている方または新たに 
         指定される方 
  ３．当ＪＡに公共料金（電気・電話・水道・ガス・ＮＨＫ受信料等）の口座振替を 
        指定されている方または新たに指定される方 
  ４．当ＪＡから自動車購入される方 
  ５．当ＪＡ自動車共済加入（購入車）される方 
 
    詳しくはお近くのＪＡ窓口までお気軽にお問い合わせください。 
     

・以下の１～5のいずれかを満たすお客様 

生活応援 
キャンペーン秋 

2016 



「JAとのお取引はこれから」というお客さまもお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。（ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります。） 

ＪＡ教育ローンの商品概要 
●お借入れ時の年齢が満20歳以上で最終償還時の年齢  
   が満71歳未満の方 
●前年度税込年収が150万円以上ある方（自営業者の方  

   は 前年度税引前所得） 
●当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方 
●その他当ＪＡが定める条件を満たす方 

●就学されるご子弟の教育に関するすべての資金（借入 
  申込日から2か月以内にお支払済の資金を含む。）とし、 
  資金使途の確認可能なもの。 
  《例》 ・教育施設へ支払う入学金、授業料、学費 
       ・アパートの家賃 等 
●教育ローンのお借換資金とお借入れに伴う諸費用。 

●10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内） 

●最長15年（在学期間＋９年）以内 

●元利均等返済（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式） 

●担保：不要です。 
●保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただ   
  きますので、原則、保証人は不要です。 
    別途、保証料が必要となります。 

    

JA阿蘇 

表示金利の 
適用期間 

お使いみち 

ご 利 用 
いただける方 

※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、 
    ご了承ください。 

※店頭にて返済額の試算を承っております。 
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。 
※ご返済の滞りなどが発生した場合には、引下げ後金利の適用を中止し、 

    店頭標準金利に引上げさせていただきます。 
 

表示金利は、平成28年9月1日～平成29年4月28日にお申込みいた
だき、平成29年5月31日までにお借入れされた場合の適用金利であ
り、お借入期間全期間にわたり適用されるものです。 
なお、金融情勢等の変化により、本チラシの表示金利を見直しさせ
ていただく場合があります。 

お借入金額 

お借入期間 

ご返済方法 

担保・保証人 

更なる金利引下げ条件 

ご注意ください 

● 

● 

1.800 年 ％ 

を必ずお読みください。 

固定金利型 

下記の 

平成28年 

9月1日 
平成29年 

4月28日 

金利引下げ条件 

・以下の１～3のいずれかを満たすお客様 

  １．当ＪＡでＪＡカード（クレジットカード）を契約中または新たに契約される方  
  ２．当ＪＡに農産物販売代金・給与振込を指定されている方または新たに 
         指定される方 
  ３．当ＪＡに公共料金（電気・電話・水道・ガス・ＮＨＫ受信料等）の口座振替を 
        指定されている方または新たに指定される方 
     
    詳しくはお近くのＪＡ窓口までお気軽にお問い合わせください。 

”希望” 
キャンペーン 

  本     所    0967-22-6111 
一の宮中央支所   0967-22-1321 
阿蘇南蘇陽支所   0967-83-1135 
阿蘇南高森支所   0967-62-0521 
阿蘇南中央支所   0967-62-9131 
阿蘇町中央支所   0967-32-4411 
小国郷中央支所   0967-46-3211 



 

 
 
 

この度の熊本地震において被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                ※上記以外にも要件があります。詳しくはＪＡまでお問い合わせください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※審査の結果によりお客さまのご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。 

ご利用頂ける方 
被災農業者（直接被災者及び間接被災者） 
※罹災証明または被災証明の確認が必要です。 
 なお、間接被災者の方は別途要件があります。 

ご融資限度額 
【一般】１,２００万円（通算） 
【特認】年間経営費または粗収益のうち低い額の 12/12 

金 利 
０.２％（Ｈ２８.９.２０現在）固定金利（貸付当初５年間の実質無利
子化措置）借入時の金利は金融情勢により変動しますので、最新の金利
はＪＡへご照会下さい。 

担保・保証人 
実質無担保・無保証人（融資対象物件担保や同一経営の範囲内の保証人
以外いただきません） 

貸付期間 １０年以内（据置期間３年以内） 

              ※上記以外にも要件があります。詳しくはＪＡまでお問い合わせください。 

 

※資金毎の条件及び返済試算額については，ＪＡの窓口でご確認ください。 

ご利用頂ける方 
ＪＡの組合員でＪＡが定めた農業者等の方。その他、熊本県信用保証協
会の保証が受けられる方。 

資金の使途 
自然災害等に伴う農業生産に直結する設備資金・運転資金等 ※詳しく
はＪＡへお尋ねください。 

ご融資限度額・金利
等 

【限度額】個人：1億円、法人：2億円【金利】ＪＡ所定の利率といたし
ます。 

 
 
 

 

 

 

 


